
 

信州の環境にやさしい農産物認証実施要領 新旧対照表 

改正後 現行 

一部改正 令和３年 12月 22日 農技第 529号農政部長通知 

 

第１～第 16条 （略） 

附則 

 この要領は、平成 20年 10月 10日から施行する。 

この要領は、平成 21年 11月 10日から施行する。 

この要領は、平成 22年 12月３日から施行する。 

この要領は、平成 24年 11月 21日から施行する。 

この要領は、平成 25年 12月 16日から施行する。 

この要領は、平成 26年 11月 13日から施行する。 

この要領は、平成 28年 10月 20日から施行する。 

 この要領は、平成 29年 12月 6日から施行する。 

この要領は、平成 30年 12月 4日から施行する。 

この要領は、令和元年 12月 10日から施行する。 

 この要領は、令和３年 12月 22日から施行する・ 

 

別記１～別表３ （略） 

 

別記第 1号様式 

 

個 人    ・    集 団 
（    ） 

生産者数    

新 規 ・ 変 更 ・ 継 続 

認証番号 ５０－※  － 

品 目 
 

 

信州の環境にやさしい農産物認証申請書 

 

  年  月  日  

   長野県知事        様 

                   （申請者） 

                      住  所 

〒 

                                            氏  名（団体にあっては、団体名及び代表者氏名） 

                                              印 

                         （自筆の場合は押印不要） 

                                   （※）電話番号： 

（HP 掲載希望 有 ・ 無 ） 

                   （※）ＦＡＸ番号： 

                     （HP 掲載希望 有 ・ 無 ） 

                   （※）e-mail アドレス： 

                     （HP 掲載希望 有 ・ 無 ）             

（※）ホームページＵＲＬ： 

                    （HP 掲載希望 有 ・ 無 ） 

 

 

第１～第 16条 （略） 

附則 

 この要領は、平成 20年 10月 10日から施行する。 

この要領は、平成 21年 11月 10日から施行する。 

この要領は、平成 22年 12月３日から施行する。 

この要領は、平成 24年 11月 21日から施行する。 

この要領は、平成 25年 12月 16日から施行する。 

この要領は、平成 26年 11月 13日から施行する。 

この要領は、平成 28年 10月 20日から施行する。 

 この要領は、平成 29年 12月 6日から施行する。 

この要領は、平成 30年 12月 4日から施行する。 

この要領は、令和元年 12月 10日から施行する。 

 この要領は、令和２年 12月 21日から施行する。 

 

別記１～別表３ （略） 

 

別記第 1号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信州の環境にやさしい農産物認証申請書 

 

  年  月  日  

   長野県知事        様 

                   （申請者） 

                      住  所 

〒 

                                            氏  名（団体にあっては、団体名及び代表者氏名） 

                                                   印    

                         （自筆の場合は押印不要） 

                                   （※）電話番号： 

（HP 掲載希望 有 ・ 無 ） 

                   （※）ＦＡＸ番号： 

                     （HP 掲載希望 有 ・ 無 ） 

                   （※）e-mail アドレス： 

                     （HP 掲載希望 有 ・ 無 ）             

（※）ホームページＵＲＬ： 

                    （HP 掲載希望 有 ・ 無 ） 

個 人    ・    集 団 
（    ） 

生産者数    

新 規 ・ 継 続 

認証番号 ５０－※  － 

品 目 
 



                （※は、任意。ＨＰ掲載希望の有無を記載してください） 

 このことについて、信州の環境にやさしい農産物認証要綱第３条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請しま

す。 

記 

（添付書類） 

 １ 信州の環境にやさしい農産物生産計画書 （別記第１号様式の２） 

 ２ 審査手数料の振り込み証明の写し 

 (個人情報について) 

本申請書及び添付資料の個人情報は、「信州の環境にやさしい農産物認証」のための審査等にのみ使用します。 

なお、認証された場合は、氏名（団体の場合は団体名及び代表者名）・品目・認証区分についてはＨＰ上で公表します。ま

た、電話番号、ＦＡＸ番号、e-mail アドレス及びホームページＵＲＬについては、申請者の希望に基づきＨＰ上で公表し

ます。 

 

 

別記第 1号様式の２ 

信州の環境にやさしい農産物生産計画書 

１～２（４） 略 

（５）農薬の使用概要（リンゴの場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）１ 当該栽培に係る防除暦を添付すること。 

２ 除草剤の倍率欄には 10 アール当り使用量（希釈水量）を記すこと。 

                （※は、任意。ＨＰ掲載希望の有無を記載してください） 

 このことについて、信州の環境にやさしい農産物認証要綱第３条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請しま

す。 

記 

（添付書類） 

 １ 信州の環境にやさしい農産物生産計画書 （別記第１号様式の２） 

 ２ 審査手数料の振り込み証明の写し 

 (個人情報について) 

本申請書及び添付資料の個人情報は、「信州の環境にやさしい農産物認証」のための審査等にのみ使用します。 

なお、認証された場合は、氏名（団体の場合は団体名及び代表者名）・品目・認証区分についてはＨＰ上で公表します。ま

た、電話番号、ＦＡＸ番号、e-mail アドレス及びホームページＵＲＬについては、申請者の希望に基づきＨＰ上で公表し

ます。 

 

別記第１号様式の２ 

 

信州の環境にやさしい農産物生産計画書 

１～２（４） 略 

（５）農薬の使用概要（リンゴの場合） 

 

対象作物：りんご

使用農薬名 倍率
有効
成分数

散布
回数

成分
カウント
(A)

除外
カウント
(B)

慣行回数
への付加
カウント(C)

地域慣行
農薬使用
回数
(D)

合計

農薬の使用回数(A)-(B)

地区農薬使用回数(C)+(D)

削減率

除草剤

植調剤

クレフノン等

殺菌剤

リンゴ黒星病
特別防除

殺虫剤

 

注）１ 当該栽培に係る防除暦を添付すること。 

２ 除草剤の倍率欄には 10 アール当り使用量（希釈水量）を記すこと。 

 
対象作物：りんご

使用農薬名 倍率
有効
成分数

散布
回数

成分
カウント
(A)

除外
カウント
(B)

慣行回数
への付加
カウント(C)

地域慣行
農薬使用
回数
(D)

合計

殺菌剤

リンゴ黒星病
防除

殺虫剤

除草剤

植調剤

クレフノン等

農薬の使用回数(A)-(B)

地区農薬使用回数(C)+(D)

削減率



３ 成分カウント(A)欄は当該使用農薬の（有効成分数）×（散布回数）とする。 

４ 除外カウント(B)欄は当該使用農薬が、実施要領第 3 条に係る認証基準の別に定める農薬に該当する場合は、

成分カウント数を記入する。 

  ５ 慣行回数への付加カウント(C)欄は当該使用農薬が混合剤等「地域慣行農薬使用回数」に加えるものに該当する

場合は、その使用回数を記入する。 

  ６ 薬剤耐性リンゴ黒星病への対応のため、QoI 剤使用の際に作用機構の異なる殺菌剤を加用した場合、また 10

月上旬の防除を実施した場合について、それぞれ 1 剤を上限として除外カウント(B)欄に当該使用農薬の成分カ

ウント数を記入する。 

  ７ 収穫時期や品種等の違いにより、複数の地域慣行農薬使用回数がある場合は、それぞれの基準毎に本表を作成

する。 

  ８ 農業者毎に農薬の使用計画が異なる場合又は気候や作型等により複数の農薬の使用計画が考えられる場合は、

表を追加し、個別に記載する。 

  ９ 要領第２条に該当する申請を行う場合、長野県 IPM 実践指標（当該年度の計画）を添付する。 

 

３～４ （略） 

別記第２号様式～別記第 14号様式 （略） 

３ 成分カウント(A)欄は当該使用農薬の（有効成分数）×（散布回数）とする。 

４ 除外カウント(B)欄は当該使用農薬が、実施要領第 3 条に係る認証基準の別に定める農薬に該当する場合は、

成分カウント数を記入する。 

  ５ 慣行回数への付加カウント(C)欄は当該使用農薬が混合剤等「地域慣行農薬使用回数」に加えるものに該当する

場合は、その使用回数を記入する。 

  ６ 県の指導に基づくリンゴ黒星病特別防除の計画は、殺菌剤のリンゴ黒星病特別防除欄に記入し、そのうち２剤

（長野・北信地域に限り３剤）を上限として除外カウント(B)欄に当該使用農薬の成分カウント数を記入する。 

 

  ７ 収穫時期や品種等の違いにより、複数の地域慣行農薬使用回数がある場合は、それぞれの基準毎に本表を作成

する。 

  ８ 農業者毎に農薬の使用計画が異なる場合又は気候や作型等により複数の農薬の使用計画が考えられる場合は、

表を追加し、個別に記載する。 

  ９ 要領第２条に該当する申請を行う場合、長野県 IPM 実践指標（当該年度の計画）を添付する。 

 

３～４ （略） 
別記第 8 号様式～第 14 号様式 （略） 


